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絶滅のおそれのある野生動植物の保護
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テキストボックス
資料 １－２



絶滅のおそれのある野生動植物種のリスト（レッドリスト）の公表状況

１９９１年 １９９７年～２０００年 ２００６年度（予定）

哺乳類 哺乳類 哺乳類
鳥類 鳥類 鳥類
爬虫類 爬虫類 爬虫類
両生類 両生類 両生類
汽水・淡水産魚類 汽水・淡水魚類 汽水・淡水魚類

昆虫類 昆虫類 昆虫類
陸・淡水産貝類 陸・淡水産貝類 貝類
汽水・淡水産十脚甲殻類 甲殻類等 その他無脊椎動物
その他の無脊椎動物 クモ形類・多足類等

植物Ⅰ（維管束植物） 植物Ⅰ（維管束植物）

植物Ⅱ * 植物Ⅱ *

＊植物Ⅱは維管束植物以外の植物で、蘚苔類・藻類・地衣類・菌類を対象としている。

＊2006年度改訂を予定しているレッドリストは、動物においては３回目、植物においては２回目の公表となる。

＊植物については、日本自然保護協会、世界自然保護基金等が「我が国における保護上重要な植物種の
現状」を1989年に出版している。

＊1991年はレッドリストと、レッドリストに基づき生息状況等を取りまとめ編纂した書物であるレッドデータブック
を同時に発表している。
　1997年～2000年にかけて公表したレッドリストに対応するレッドデータブックは2000年～2006年にかけて刊行
された。
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国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 一 覧 表
平成16年7月現在（全73種）

＊ 鳥 類（39種）
科 名 種 名 特定国内

和 名 学 名 指 定 時 期 希少野生
動植物種

あ ほ う ど り 科 アホウドリ ﾃﾞｨｵﾒﾃﾞｱ･ｱﾙﾊﾞﾄﾙｽ H5.2.10 政令第17号
（H5.4.1施行）

う 科 チシマウガラス ﾌｧﾗｸﾛｺﾗｸｽ･ｳﾘﾚ 以下同上
こ う の と り 科 コウノトリ ｷｺﾆｱ･ﾎﾞｲｷｱﾅ
と き 科 トキ ﾆﾎﾟﾆｱ･ﾆﾎﾟﾝ
が ん か も 科 シジュウカラガン ﾌﾞﾗﾝﾀ･ｶﾅﾃﾞﾝｽｨｽ･ﾚｳｺﾊﾟﾚｲｱ
わ し た か 科 オオタカ ｱｷﾋﾟﾃﾙ･ｹﾞﾝﾃｨﾘｽ･ﾌｼﾞﾔﾏｴ

イヌワシ ｱｸｲﾗ･ｸﾘｭｻｴﾄｽ･ﾔﾎﾟﾆｶ
ダイトウノスリ ﾌﾞﾃｵ･ﾌﾞﾃｵ･ｵｽｨﾛｲ
オガサワラノスリ ﾌﾞﾃｵ･ﾌﾞﾃｵ･ﾄﾖｽｨﾏｲ
オジロワシ ﾊﾘｱｴｴﾄｩｽ･ｱﾙﾋﾞｷﾙﾗ･ｱﾙﾋﾞｷﾙﾗ
オオワシ ﾊﾘｱｴｴﾄｩｽ･ﾍﾟﾗｷﾞｸｽ･ﾍﾟﾗｸｷﾞｸｽ
カンムリワシ ｽﾋﾟﾛﾙﾆｽ･ｹｴﾗ･ﾍﾟﾙﾌﾟﾚｸｽｽ
クマタカ ｽﾋﾟｻﾞｴﾄｩｽ･ﾆﾊﾟﾚﾝｽｨｽ･ｵﾘｴﾝﾀﾘｽ

は や ぶ さ 科 シマハヤブサ ﾌｧﾙｺ･ﾍﾟﾚｸﾞﾘﾇｽ･ﾌﾙｲﾃｨｲ
ハヤブサ ﾌｧﾙｺ･ﾍﾟﾚｸﾞﾘﾇｽ･ﾔﾎﾟﾈﾝｽｨｽ

き じ 科 ライチョウ ﾗｺﾞﾌﾟｽ･ﾑﾄｩｽ･ﾔﾎﾟﾆｸｽ
つ る 科 タンチョウ ｸﾞﾙｽ･ﾔﾎﾟﾈﾝｽｨｽ
く い な 科 ヤンバルクイナ ﾗﾙﾙｽ･ｵｷﾅﾜｴ
し ぎ 科 アマミヤマシギ ｽｺﾛﾊﾟｸｽ･ﾐﾗ

カラフトアオアシシギ ﾄﾘﾝｶﾞ･ｸﾞﾃｨﾌｪﾙ
う み す ず め 科 エトピリカ ﾙﾝﾀﾞ･ｷﾙﾗﾀ

ウミガラス ｳﾘｱ･ｱｱﾙｹﾞ･ｲﾉﾙﾅﾀ
は と 科 キンバト ｶﾙｺﾌｧﾌﾟｽ･ｲﾝﾃﾞｨｶ･ﾔﾏｽｨﾅｲ

アカガシラカラスバト ｺﾙﾝﾊﾞ･ﾔﾝﾃｨﾅ･ﾆﾃﾝｽ
ヨナクニカラスバト ｺﾙﾝﾊﾞ･ﾔﾝﾃｨﾅ･ｽﾃｲﾈｹﾞﾘ

ふ く ろ う 科 ワシミミズク ﾌﾞﾎﾞ･ﾌﾞﾎﾞ H9.11.27 政令第338号
（H9.12.28施行)

シマフクロウ ｹﾄｩﾊﾟ･ﾌﾞﾗｷｽﾄﾆ･ﾌﾞﾗｷｽﾄﾆ H5.2.10 政令第17号
（H5.4.1施行）

き つ つ き 科 オーストンオオアカゲラ ﾃﾞﾝﾄﾞﾛｺﾎﾟｽ･ﾚｳｺﾄｽ･ｵｳｽﾄﾆ 以下同上
ミユビゲラ ﾋﾟｺｲﾃﾞｽ･ﾄﾘﾀﾞｸﾃｭﾙｽ･ｲﾉｳｲｴｲ
ノグチゲラ ｻﾌｪｵﾋﾟﾎﾟ･ﾉｸﾞｷｲ

やいろちょう科 ヤイロチョウ ﾋﾟﾀ･ﾌﾞﾗｷｭｳﾗ･ﾆｭﾝﾌｧ
ひ た き 科 アカヒゲ ｴﾘﾀｸｽ･ｺﾏﾄﾞﾘ･ｺﾏﾄﾞﾘ

ホントウアカヒゲ ｴﾘﾀｸｽ･ｺﾏﾄﾞﾘ･ﾅﾐｲｴｲ
ウスアカヒゲ ｴﾘﾀｸｽ･ｺﾏﾄﾞﾘ･ｽﾌﾞﾙﾌｽ
オオトラツグミ ﾄｩﾙﾄﾞｩｽ･ﾀﾞｳﾏ･ｱﾏﾐ
オオセッカ ﾒｶﾞﾙﾙｽ･ﾌﾟﾘｭｴﾘ･ﾌﾟﾘｭｴﾘ

み つ す い 科 ハハジマメグロ ｱﾊﾟﾛﾌﾟﾃﾛﾝ･ﾌｧﾐﾘｱﾚ･ﾊﾊｽｨﾏ
あ と り 科 オガサワラカワラヒワ ｶﾙﾄﾞｩｴﾘｽ･ｽｨﾆｶ･ｷﾄﾘﾄｽﾞｨ
か ら す 科 ルリカケス ｶﾞﾙﾙﾙｽ･ﾘﾄﾞﾃｨ

＊哺乳類（4種）
科 名 種 名 備 考

おおこうもり科 ダイトウオオコウモリ ﾌﾟﾃﾛﾌﾟｽ･ﾀﾞｽｭﾏﾙﾙｽ･ﾀﾞｲﾄｴﾝｽｨｽ H16.7. 政令第222号
（H16.7.15施行）

う さ ぎ 科 アマミノクロウサギ ﾍﾟﾝﾀﾗｸﾞｽ･ﾌﾙﾈｽｨ 同 上

ね こ 科 ツシマヤマネコ ﾌｪﾘｽ･ｴｳﾌﾟﾃｨﾙﾗ H6.1.28 政令第13号
（H6.3.1施行）

イリオモテヤマネコ ﾌｪﾘｽ･ｲﾘｵﾓﾃﾝｽｨｽ 同 上

＊爬虫類（1種）
科 名 種 名 備 考

へ び 科 キクザトサワヘビ ｵﾋﾟｽﾄﾄﾛﾋﾟｽ･ｷｸｻﾞﾄｲ H7.2.8 政令第18号
（H7.4.1施行）

＊両生類（1種）
科 名 種 名 備 考

さんしょううお科 アベサンショウウオ ﾋｭﾉﾋﾞｳｽ･ｱﾍﾞｲ H7.2.8 政令第18号
（H7.4.1施行）
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＊魚類（4種）
科 名 種 名 備 考

こ い 科 イタセンパラ ｱｹｲﾛｸﾞﾅﾄｩｽ･ﾛﾝｷﾞﾋﾟﾝﾆｽ H7.2.8 政令第18号
（H7.4.1施行）

スイゲンゼニタナゴ ﾛﾃﾞｳｽ･ｱﾄﾚﾐｳｽ･ｽｲｹﾞﾝｽｨｽ H14.8.7 政令第276号
(H14.9.1施行)

ミヤコタナゴ ﾀﾅｷｱ･ﾀﾅｺﾞ H6.1.28 政令第13号
（H6.3.1施行）

ど じ ょ う 科 アユモドキ ﾚﾌﾟﾄﾎﾞﾃｨｱ･ｸﾙﾀ H16.7. 政令第222号
（H16.7.15施行）

＊昆虫類（5種）
科 名 種 名 備 考

と ん ぼ 科 ベッコウトンボ ﾘﾍﾞﾙﾙﾗ･ｱﾝｹﾞﾘﾅ H6.1.28 政令第13号
（H6.3.1施行）

せ み 科 イシガキニイニイ ﾌﾟﾗﾃｭﾌﾟﾚｳﾗ･ｱﾙﾋﾞｳﾞｧﾝﾅﾀ H14.8.7政令第276号
（H14.9.１施行）

げ ん ご ろ う 科 ヤシャゲンゴロウ ｱｷﾘｳｽ･ｷｼｲ H8.1.18 政令第4号
（H8.2.1施行）

こ が ね む し 科 ヤンバルテナガコガネ ｹｲﾛﾄﾇｽ･ﾔﾝﾊﾞﾙ 同 上

しじみちょう科 ゴイシツバメシジミ ｼｼﾞﾐｱ･ﾓｵﾚｲ 同 上

＊植物（19種、うち特定国内希少野生動植物種6種）
科 名 種 名 備 考

お し だ 科 アマミデンダ ﾎﾟﾘｭｽﾃｨｸﾑ･ｵﾊﾞｲ H11.11.25 政令第380号 ○
（H12.1.4施行）

つ つ じ 科 ムニンツツジ ﾛﾄﾞﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾝ･ﾎﾞﾆﾈﾝｾ H16.7. 政令第222号
（H16.7.15施行）

ヤドリコケモモ ｳﾞｧｷﾆｳﾑ･ｱﾏﾐｱﾇﾑ H11.11.25 政令第380号
（H12.1.4施行）

の ぼ た ん 科 ムニンノボタン ﾒﾗｽﾄﾏ･ﾃﾄﾗﾒﾙﾑ H16.7. 政令第222号
（H16.7.15施行）

ら ん 科 アサヒエビネ ｶﾗﾝﾃ･ﾊﾄﾘｲ 同 上

ホシツルラン ｶﾗﾝﾃ･ﾎｽｨｲ 同 上

チョウセンキバナアツモ ｷｭﾌﾟﾘﾃﾃﾞｨｳﾑ･ｸﾞﾀﾄｩﾑ H14.8.7政令第276号
リソウ （H14.9.１施行）
ホテイアツモリ ｷｭﾌﾟﾘﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾏｸﾗﾝﾄｩﾑ変種ﾎﾃｲｱﾂﾓﾘｱ H9.9.5 政令第276号 ○

ﾇﾑ （H9.11.1施行）
レブンアツモリソウ ｷｭﾌﾟﾘﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾏｸﾗﾝﾄｩﾑ変種ﾚﾌﾞﾈﾝｾ H6.1.28 政令第13号 ○

（H6.3.1施行）
アツモリソウ ｷｭﾌﾟﾘﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾏｸﾗﾝﾄｩﾑ変種ｽﾍﾟｷｵｽﾑ H9.9.5 政令第276号 ○

（H9.11.1施行）
オキナワセッコク ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｳﾑ･ｵｷﾅｳｪﾝｾ H14.8.7政令第276号

（H14.9.１施行）
コゴメキノエラン ﾘﾊﾟﾘｽ･ｴﾙﾘﾌﾟﾃｨｶ 同 上

シマホザキラン ﾏﾗｸｽｨｽ･ﾎﾞﾆﾈﾝｽｨｽ H16.7. 政令第222号
（H16.7.15施行）

クニガミトンボソウ ﾌﾟﾗﾀﾝﾃﾗ･ｿﾉﾊﾗｲ H14.8.7政令第276号
（H14.9.１施行）

こ し ょ う 科 タイヨウフウトウカズラ ﾋﾟﾍﾟﾙ･ﾎﾟｽﾃﾙｽｨｱﾇﾑ H16.7. 政令第222号
（H16.7.15施行）

と べ ら 科 コバトベラ ﾋﾟﾄｽﾎﾟﾙﾑ･ﾊﾟﾙｳﾞｨﾌｫﾘｳﾑ 同 上

は な し の ぶ 科 ハナシノブ ﾎﾟﾚﾓﾆｳﾑ･ｷｳｽｨｱﾇﾑ H7.2.8 政令第18号 ○
（H7.4.1施行）

き ん ぽ う げ 科 キタダケソウ ｶﾙﾘｱﾝﾃﾑﾑ･ｲﾝｽｨｸﾞﾈ変種ﾎﾝﾄﾞｴﾝｾ H6.1.28 政令第13号 ○
（H6.3.1施行）

く ま つ づ ら 科 ウラジロコムラサキ ｶﾙﾘｶﾙﾊﾟ･ﾊﾟﾙｳﾞｨﾌｫﾘｱ H16.7. 政令第222号
（H16.7.15施行）



国内希少野生動植物種の生息地等保護区と保護増殖事業

レブンアツモリソウ

ウミガラス

タンチョウ

エトピリカ

チョウセンキバナアツモリソウ

トキ

ミヤコタナゴ

＜羽田＞

アホウドリ

アベサンショウウオ

＜大岡＞＜善王子長岡＞

イタセンパラ

スイゲンゼニタナゴ

ゴイシツバメシジミ

ツシマヤマネコ

オオトラツグミ

ノグチゲラ
ヤンバルテナガコガネ
ヤンバルクイナ

イリオモテヤマネコ

ハナシノブ

＜山迫・北伯母様＞

ベッコウトンボ

＜藺牟田池＞

キクザトサワヘビ

＜宇江城岳＞

キタダケソウ
＜北岳＞

イシガキニイニイ＜米原＞

イヌワシ
オオワシ
オジロワシ
（全国）

保護増殖事業

生息地等保護区＜名称＞

平成18年８月現在

シマフクロウ

はんだ

やまさこ きたおばさま

よねはら

うえぐすくだけ

いむたいけ

アカガシラカラスバト
小笠原希少植物８種
・ムニンツツジ
・ムニンノボタン
・アサヒエビネ
・ホシツルラン
・シマホザキラン
・タイヨウフウトウカズラ
・コバトベラ
・ウラジロコムラサキ

アユモドキ

アマミヤマシギ

ヤシャゲンゴロウ

ぜんのうじながおか
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保護増殖事業計画における各種の飼育下繁殖及び野生復帰の記述

技術確立、検討 実施 検討 実施
アベサンショウウオ
アホウドリ
アマミノクロウサギ ○
アマミヤマシギ ○
アユモドキ ○ ○ ○
イタセンパラ ○
イヌワシ ○ ○
イリオモテヤマネコ ○
ウミガラス ○ ○
エトピリカ ○ ○
オオトラツグミ ○
小笠原植物８種 ○ ○ ○ ○
キタダケソウ
ゴイシツバメシジミ ○ ○
シマフクロウ ○ ○
スイゲンゼニタナゴ ○ ○ ○
タンチョウ ○ ○
チョウセンキバナアツモリソウ ○ ○ ○
ツシマヤマネコ ○ ○
トキ（変更後） ○ ○
ノグチゲラ ○
ハナシノブ
ベッコウトンボ
ミヤコタナゴ ○ ○ ○
ヤンバルクイナ ○ ○ ○
ヤンバルテナガコガネ ○ ○
ヤシャゲンゴロウ ○ ○
レブンアツモリソウ ○

飼育下繁殖 野生復帰
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トキ保護増殖事業について 
 
 
 
１．トキについて 

（１）学名・分類 

Nipponia nippon  (Temminck､1835) 
コウノトリ目 トキ科  トキ 

 
（２）保護に関する指定等 

・特別天然記念物 
・種の保存法に基づく「国内希少野生動植物種」 
・日本版レッドリスト 野生絶滅に掲載 
・国際保護鳥 
・ＩＵＣＮ版レッドリスト 絶滅危惧に掲載 
・ワシントン条約 附属書Ⅰに掲載 

 
 
２．トキ保護増殖事業計画（H16 年 1 月 29 日 農林水産省 国土交通省 環境省） 
（１）個体の繁殖及び飼育 
（２）生息環境の整備 
（３）再導入の実施 
（４）飼育個体の分散 
（５）中国との相互協力の推進 
（６）その他 
 
 
３．個体数の推移等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

2007 トキ野生順化施設供用 (予定)

2008 試験放鳥 (予定)

1967 旧センター開設 

1981 野生トキ一斉捕獲 

1993 現センター開設

1999 友友
ヨウヨウ

(♂)、洋洋
ﾔﾝ ﾔ ﾝ

(♀) 贈呈

2000 美美
ﾒ ｲ ﾒ ｲ

(♀) 贈呈

飼育下個体数

野生個体数 

1952 特別天然記念物 

1960 国際保護鳥 
1993 国内希少野生動植物種

2004 保護増殖事業計画改定

2006  98羽 

2003 ｷﾝ死亡

羽 
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猛禽類保護への対応

１．猛禽類を保護する意味

猛禽類は、生態系において食物連鎖の頂点に位置していることから、被食者

に比べ個体数が少なく、環境の変化の影響を受けやすく絶滅のおそれのある種

を多く含んでいる。また、猛禽類の存在は、猛禽類が生態系を構成する多様な

生物相に支えられていることから、生態系の健全性を示す指標として考えられ

ている。猛禽類を保護することは、地域の生態系、生物多様性の保全を図って

いく上で象徴的な意味がある。

２．猛禽類保護への対応

（１）分布、個体数、生態などの知見の収集

猛禽類は、個体数が少ない上に、行動圏が広く、繁殖が年に１回、育雛ま

でに時間がかかる等のため、分布、個体数、生態等の知見の収集に長期間を

要する。

これらの知見を収集するため、イヌワシ、クマタカ、オオタカについての

調査を実施し、推定個体数、分布図等を公表してきた。推定個体数について

は、イヌワシは約４００～６５０羽、クマタカは最低約１，８００羽、オオ

タカは最低約１，８００～２，２００羽である。これら３種の分布図は別紙

。 、 、１～３のとおりである また 今年度においても引き続きこの３種について

調査を実施しているところである。

（２）開発行為による生息・繁殖への影響等の回避、低減

開発行為による生息・繁殖への影響等を回避、低減するため、平成８年に

開発行為における猛禽類保護への配慮方法等をマニュアル化した「猛禽類保

」（ ） 。護の進め方 特にイヌワシ・クマタカ・オオタカを中心として を示した

また （１）の調査結果等を踏まえ、今後「猛禽類保護の進め方」の改訂、

を検討していくこととしている。

（３）個別種の保護増殖事業

イヌワシについては、平成８年に保護増殖事業計画を策定したところであ

るが、平成１７年にはオオワシ、オジロワシについて、各々の種毎に保護増

殖事業計画を策定した。環境省としては、これらの計画に基づいて、生息・

繁殖状況等の把握、繁殖地等における繁殖環境等の維持及び改善等の保護増

殖事業に取り組んでいる。



 

■ 生息確認（635） 
■ 生息推定 （84） 
■ 一時滞在 （55） 
※括弧内は２次メッシュ（10km×10km）数 

日本におけるイヌワシの生息分布（1990～2002 年 3 月） 

注１ 「生息確認」は既存資料調査、現地調査、アンケート調査から実際に生息が確認されたメッシュ、「生息推定」

はアンケート調査から生息が推定されたメッシュ、「一時滞在」は既存資料調査、現地調査、アンケート調査か

ら実際に生息が確認されたが一時的な滞在だと思われるメッシュを表している。 

注２ 生息が確認されていないメッシュには、まだ調査が行われていないメッシュが含まれているため、今後の調

査の進展によって、新たな生息が確認される可能性がある。 

別紙１ 
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shizen06
長方形



 

■ 生息確認（1402） 
※括弧内は２次メッシュ（10km×10km）数 

日本におけるクマタカの生息分布（1990～2002 年 3 月） 

注１ 「生息確認」は既存資料調査、現地調査、アンケート調査から実際に生息が確認されたメッシュを表してお

り、イヌワシの生息分布図における「生息確認」と「一時滞在」の両方を含んでいる（「生息確認」と「一時滞

在」を区別できなかったため）。 

注２ 生息が確認されていないメッシュには、まだ調査が行われていないメッシュが含まれているため、今後の調

査の進展によって、新たな生息が確認される可能性がある。 

別紙２ 
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shizen06
長方形



別紙１

日本におけるオオタカの生息分布
（１９９６年～２０００年）

Ａ 繁殖を確認

Ｂ 生息を確認し、繁殖の可能性あり

Ｃ 生息を確認したが、繁殖は不明

Ｄ 生息を確認したが、繁殖の可能性なし

Ｅ 生息記録がなく、生息の可能性は低い

生息ランク

※メッシュがないところは、生息情報が得られなかったところ
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shizen06
長方形



都道府県版レッドデータブック及び希少種の保護・種の保存に関する条例作成状況
（平成18年9月現在）

希少種の保護・種の保存に関する都道府県条例

策定状況
（△は作成中）

条例名 施行日

北海道 ○ ○ 北海道希少野生動植物の保護に関する条例 平成13年12月1日

青森県 ○

岩手県 ○ ○ 岩手県希少野生動植物の保護に関する条例 平成14年12月16日

宮城県 ○

秋田県 ○

山形県 ○

福島県 ○ ○ 福島県野生動植物の保護に関する条例 平成17年4月1日

茨城県 ○

栃木県 ○ ○ 自然環境の保全及び緑化に関する条例 昭和49年3月30日

群馬県 ○

埼玉県 ○ ○ 埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例 平成12年3月24日

千葉県 ○

東京都 ○ ○ 東京における自然の保護と回復に関する条例 平成13年4月1日

神奈川県 ○

新潟県 ○

富山県 ○

石川県 ○ ○ ふるさと石川の環境を守り育てる条例 平成16年4月1日

福井県 ○

山梨県 ○ ○ 山梨県高山植物の保護に関する条例 昭和61年4月1日

長野県 ○ ○ 長野県希少野生動植物保護条例 平成16年1月1日

岐阜県 ○ ○ 岐阜県希少野生生物保護条例 平成15年8月1日

静岡県 ○ ○ 静岡県自然環境保全条例 平成13年9月1日改正 

愛知県 ○

三重県 ○ ○ 三重県自然環境保全条例 平成15年4月1日

滋賀県 ○ ○ ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例 平成18年3月30日

京都府 ○

大阪府 ○

兵庫県 ○ ○ 環境の保全と創造に関する条例 平成7年8月1日

奈良県 ○

和歌山県 ○

鳥取県 ○ ○ 鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例 平成13年12月21日

島根県 ○

岡山県 ○ ○ 岡山県希少野生動植物保護条例 平成15年12月19日

広島県 ○ ○ 広島県野生生物の種の保護に関する条例 平成6年3月29日

山口県 ○ ○ 山口県希少野生動植物種保護条例 平成17年12月1日

徳島県 ○ ○ 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例 平成18年3月30日

香川県 ○ ○ 香川県希少野生生物の保護に関する条例 平成18年4月1日

愛媛県 ○ △ 愛媛県希少野生動植物保護条例（仮称） 未定

高知県 ○ ○ 高知県希少野生動植物保護条例 平成18年7月1日

福岡県 ○

佐賀県 ○ ○ 佐賀県環境の保全と創造に関する条例 平成15年4月1日

長崎県 ○

熊本県 ○ ○ 熊本県希少野生動植物の保護に関する条例 平成2年12月22日

大分県 ○ ○ 大分県希少野生動植物の保護に関する条例 平成18年3月30日

宮崎県 ○ ○ 宮崎県野生動植物の保護に関する条例 平成18年4月1日

鹿児島県 ○ ○ 鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例 平成15年4月1日

沖縄県 ○ △ 沖縄県希少野生動植物種保護条例（仮称） 平成19年11月予定

合計 47 26

ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ
作成状況

都道府県名
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